
【諮問事項】 

ア 新川南駐車場の廃止について 

【協議事項】 

 ア 浜松市区再編内定案説明及び意見聴取について 

 イ 家庭ごみ有料化の検討状況について 

令和４年１月２６日開催 

中区協議会

令和 3年度 第８回中区協議会

会議資料



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 ■諮問事項   □協議事項   □報告事項 

件  名 浜松市営新川南駐車場の廃止について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

１ 背景 

・昭和45年２月１日開設（平面自走式82台収容）。 

・現在は、他４つの市営駐車場と合わせて指定管理者により

運営されている（平成30年度～令和４年度）。 

２ 経緯 

・現行の駐車場経営戦略（令和２年度～令和４年度）におい

て、収支見込等を検証した上で、令和４年度までに廃止と

明記。 

・現況調査（令和元年度実施）結果にて、耐震補強等を含む

多額の修繕費が必要と判明。 

・廃止となっても、利用圏域（半径320ｍ）内では周辺民間

駐車場で充足することを確認済。 

対象の区協議会 中区区協議会 

内  容 

浜松市営新川南駐車場の廃止について、協議するもの。 

・令和４年度末をもって、本駐車場を廃止する。 

・廃止に伴い、駐車場条例の一部改正を行う。 

・廃止後の施設については、利活用の可能性や撤去工法を検

討する。 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

 答申を得たい時期：令和４年２月末日 

担当課 交通政策課 担当者 近藤 大樹 電話 457-2910 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

諮問―ア









 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 浜松市区再編内定案説明及び意見聴取について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

〇背景 

区再編については、令和 2年 9月に市議会において 

区再編は必要との結論に至った。 

令和 3年 12 月の市議会特別委員会（以下、特別委員会） 

において、再編後の区割り案を内定した。 

〇経緯 

特別委員会において具体的な再編案に関する協議を行う 

とともに、各区協議会、各区自治会連合会において、以下

のとおり区再編の協議の主な経緯について説明を行った。

・令和 2年 10 月～11 月 

・令和 3年 4月 

・令和 3年 9～10 月 

対象の区協議会 全区協議会 

内  容 

・令和 3 年 12 月の特別委員会において区割り案が内定され

たことから、再編後のサービス提供体制、住民自治の姿と

あわせ、区再編（案）としてパブリック・コメントにより

皆様からご意見を募集するもの。 

１ 区割り案 

 ・区割り案の概要、区役所・行政センター・支所の位置等

２ 再編後のサービス提供体制・住民自治の姿 

① 地域拠点の名称、位置、業務内容等 

② 主要組織（福祉）の基本的な方向性 

③ 主要組織（土木）の基本的な方向性 

④ 主要組織（防災）の基本的な方向性 

⑤ デジタル化の基本的な方向性   

⑥ 協働センターのコミュニティ支援の充実 

⑦ 住民自治（協議会の体制） 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

パブリック・コメント実施（案の公表、意見募集） 

令和 4年 1月 17 日～2月 15 日 

市の考え方公表時期   令和 4年 5月予定 

区協議会への諮問・答申 令和 4年 11～12 月予定 

区設置等条例議決    令和 5年 2月予定 

担当課 
区再編推進 

事業本部 
担当者 川西 亜紀子 電話 457-2123 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

協議－ア



https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp

 ksh@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
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 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  家庭ごみ有料化の検討状況について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等）

〇背景 

資源物拠点回収の充実化、市民へのごみ減量の啓発活動

に加え、2018 年度から 2020 年度まで自治会と連携した

「ごみ減量天下取り大作戦」を実施するなど、市民や自

治会と様々な取り組みを行ってきたが、近年家庭ごみの

減量が進んでいない。 

〇経緯 

浜松市環境審議会に対し、2020 年 7 月 20 日に「家庭ご

み有料化に関すること」について諮問し、2021 年 10 月

12 日に「市が、引き続き環境負荷の低減に向けて、様々

なごみの減量施策の推進に取り組む必要がある中で、家

庭ごみ有料化は有効な施策の一つであると考えられる」

という答申を受けとった。現在、有料化の実施の可否を

含め検討している。 

対象の区協議会 各区協議会 

内  容 

 家庭ごみ有料化に関する審議・検討状況を報告するとと

もに、家庭ごみ有料化について意見を聴取するもの。 

〇審議経過 

2020 年７月 20日 浜松市環境審議会へ諮問 

浜松市環境審議会ごみ減量推進部会で 2020 年９月～

2021 年 10 月までに計７回審議（詳細は別紙） 

2021 年 10 月 12 日 浜松市環境審議会から答申 

備 考 
（答申・協議結果を得たい

時期、今後の予定など） 

今後、市ホームページに家庭ごみ有料化に関する動画を

掲載するとともに、以下の日程で市民向け家庭ごみ有料化

の検討状況について、説明会を実施予定。 

1 ２月５日（土）  雄踏文化センター
2 ２月６日（日）  総合産業展示館
3 ２月10日（木）  クリエート浜松
4 ２月12日（土）  なゆた・浜北
5 ２月13日（日）  みをつくし文化センター
6 ２月19日（土）  龍山森林文化会館
7 ２月20日（日）  Uホール
8 ２月27日（日）  天竜壬生ホール

担当課 ごみ減量推進課 担当者 槫松 希 電話 453-0026（内 3114） 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。

協議－イ



令 和 ４ 年 １ 月 2 6 日 

於：中区役所 101・102 会議室

家庭ごみ有料化の検討状況について 

次    第 

１ 家庭ごみ有料化の検討状況について 

 (1) 動画視聴 

 (2) 補足説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 1 

２ ごみ減量の必要性と減量のポイント・・・・・・・・・・・・資料２ 

３ 今後の予定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料３

４ 意見交換

【参考】 

・わたしがやらなきゃごみ減量

              担当課：環境部ごみ減量推進課 

              電 話：453-0026 

              メール：gomigen@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
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資料２

1 

ごみ減量の必要性と減量のポイント 

１ ごみ減量の必要性 

   ごみ減量は、私たちの日常生活と関連する非常に身近な問題であるとともに、地球

環境への負荷軽減や、人口減少社会の中でもごみ処理を持続可能な形で行う必要があ

るため取り組む必要がある重要な課題です。 

ごみ減量の必要性は、大きく以下の３点にまとめることができます。

２ 家庭から出るごみの現状 

(1) 家庭から出るごみについて 

毎年、私たちの家庭からは１４万トンを超えるごみが出ています。市民の皆様にご

協力いただいていますが、平成２６年度以降の家庭からでるごみの排出量は横這いで

推移しているのが現状です。

市が行った調査によれば、家庭から出るごみは「もえるごみ」が約９３%を占めてい

ます。また、「もえるごみ」の内訳を見ると、「生ごみ」「紙類」「プラスチック類」の

３つで、全体の約８割を占めています。更に、「生ごみ」のうち約２割がまだ食べるこ

とができる「食品ロス」、「紙類」のうち約３割がリサイクルできる「雑がみ」、「プラ

スチック類」のうち約２割がリサイクルできる「きれいなプラスチック製容器包装」

となっています。 

図表 もえるごみの内訳

「食品ロス」「雑がみ」「きれいなプラスチック製容器包装」は、もえるごみのうち約

２７%を占めていると推計されます。これらのごみは、日頃の意識や正しい分別で減ら

したり資源化したりできるものです。市としては、市民の皆様が取り組みやすいこの

３つに着目して、ごみの減量に取り組んでいきたいと考えています。 

食品ロスとは・・・ 
本来であれば食べられた
のに捨てられてしまった
食品のこと

・地球環境を守るため（持続可能な循環型社会の構築、二酸化炭素の排出削減） 

・今ある最終処分場を長期間使うため（新たな施設開発抑制による市内の環境

保全） 

・将来世代の負担軽減のため（ごみ処理費用の抑制） 



資料２

2 

３ 家庭ごみ減量のポイント 

 (1) 食品ロスを減らす 

   食品ロスの主な発生原因は、「買いすぎ」・「過剰除去」・「期限切れ」・「食べ残し」で

す。これらを防ぐためのポイントの一例を紹介します。 

(2) 雑がみを分別する 

雑がみとは、新聞紙や雑誌・ダンボール・紙パック以外のリサイクルできる紙のこ

とです。分別回収された雑がみは、封筒などの新たな紙製品に生まれ変わります。 

   雑がみはもえるごみから分別して、紙袋に入れる、雑誌やチラシに挟むなどの方法

でまとめます。まとめた雑がみは紙袋や雑誌ごと紙ひもでくくり、資源物集団回収や

市や民間業者が設置する回収拠点に、「雑誌」区分で出すようにしましょう。 

(3) きれいなプラスチック製容器包装を分別する 

   浜松市では週に１回、プラマークが付いているものを「プラスチック製容器包装」

として回収しています。回収後は、リサイクル業者によって、プラスチック製品の材

料や工業用の燃料などに再利用されています。 

   プラスチック製容器包装は、水で洗って取ることができる汚れについては出来る限

り落とし、回収日に出すようにしましょう。 

・買い物前に冷蔵庫の
中身を確認 

・まとめ買いの前にも
う一度考える 

・空腹時に買い物をし
ない

「買いすぎ」
を防ぐ

・野菜の皮や芯を工夫
して使う 

・使い切りレシピを活
用する 

・消費期限や賞味期限
を確認する

・封筒  ・ティッシュボックス 
・紙袋  ・お菓子などの紙箱  
・ノート ・トイレットペーパーの芯 

◎ 雑がみの例

・カーボン紙 ・防水加工の紙 
・感熱紙（レシートなど） 
・印画紙（写真など） 

× 雑がみでないもの

「過剰除去」「期限
切れ」を防ぐ

・食べきれる量を考え
て料理する 

・残った料理はエコレ
シピを参考にリメ
イクする 

「食べ残し」
を防ぐ



資料３


